
平
成
二
十
六
年
四
月
七
日
提
出

質

問

第

一

〇

七

号

ガ
ー
ナ
人
男
性
が
強
制
送
還
の
際
に
急
死
し
た
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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ガ
ー
ナ
人
男
性
が
強
制
送
還
の
際
に
急
死
し
た
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

二
〇
一
〇
年
、
我
が
国
で
の
在
留
期
限
が
切
れ
、
成
田
空
港
か
ら
強
制
送
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ガ
ー
ナ
人
男
性
が
、
送

還
さ
れ
る
際
に
急
死
し
た
件
に
つ
き
、
同
男
性
の
妻
が
、
男
性
が
急
死
し
た
の
は
東
京
入
国
管
理
局
の
職
員
に
よ
る
過
剰
な
制

圧
行
為
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
国
に
損
害
賠
償
を
求
め
て
い
た
訴
訟
の
判
決
が
、
本
年
三
月
十
九
日
な
さ
れ
た
。
東
京
地
裁

の
小
林
久
起
裁
判
長
は
、
入
管
職
員
の
違
法
な
制
圧
行
為
に
よ
り
、
同
男
性
が
窒
息
死
し
た
こ
と
を
認
定
し
、
国
に
約
五
百
万

円
の
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
六
第
八
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

今
回
の
判
決
に
対
し
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
は
「
御
指
摘
の
ガ
ー
ナ
人
男
性
（
以
下
「
当
該
男
性
」
と
い
う
。
）
の

死
因
、
…
に
つ
い
て
、
被
告
国
の
主
張
と
は
異
な
る
認
定
が
な
さ
れ
た
た
め
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
控
訴
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
を
し
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
「
被
告
国
の
主
張
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

二

政
府
が
控
訴
し
た
と
し
て
も
、
一
人
の
人
間
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ガ
ー
ナ
人
男
性
が
死
亡
し
た
こ

と
に
対
し
、
政
府
、
特
に
法
務
省
と
し
て
率
直
な
反
省
は
な
い
の
か
。

三

今
回
の
ガ
ー
ナ
人
男
性
の
ケ
ー
ス
と
同
様
に
、
在
留
期
限
が
切
れ
た
外
国
人
を
本
国
に
送
還
す
る
際
、
過
剰
な
制
圧
行
為

が
科
さ
れ
、
死
亡
者
が
出
た
ケ
ー
ス
は
過
去
に
あ
る
か
と
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何

一



の
答
弁
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
当
方
は
、
現
在
裁
判
に
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
詳
細
を
問
う
つ
も
り
は
な
く
、
過

去
に
そ
の
よ
う
な
事
例
が
あ
っ
た
か
否
か
を
問
う
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
な
い
の
か
説
明

を
求
め
る
。

四

在
留
期
限
が
切
れ
た
外
国
人
を
本
国
に
送
還
す
る
際
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
死
亡
者
が
出
た
ケ
ー
ス
は
過
去
に
あ

る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
事
例
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

五

四
の
事
例
に
対
し
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
き
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
ガ
ー
ナ
人
男
性
が
死
亡
し
た
際
の
法
務
省
入
国
管
理
局
長
、
東
京
入
国
管
理
局
長
の
氏
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
田
内
正
宏
、
髙
宅
茂
両
氏
は
、
現
在
ど
の
官
職
に
つ
い
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

ガ
ー
ナ
人
男
性
が
死
亡
し
た
件
に
つ
き
、
六
の
両
氏
は
何
ら
か
の
注
意
、
処
分
を
受
け
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


